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１． 目的・概要 

 

第４世代移動通信システム（４Ｇ）と比べてより高度な第５世代移動通信システム（５Ｇ）

は、現在各国で商用サービスが始まりつつあるが、更に超低遅延や多数同時接続といった機

能が強化された５Ｇ（以下、「ポスト５Ｇ」）は、今後、工場や自動車といった多様な産業用

途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待される。 

本事業では、ポスト５Ｇに対応した情報通信システム（以下、「ポスト５Ｇ情報通信システ

ム」）の中核となる技術を開発することで、我が国のポスト５Ｇ情報通信システムの開発・製

造基盤強化及びデジタル社会と脱炭素化の両立の実現を目指す。 

具体的には、ポスト５Ｇ情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技

術を開発するとともに、ポスト５Ｇで必要となる先端的な半導体を将来的に国内で製造でき

る技術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。 

 

 

２． 目標 

 

本研究開発事業全体の目標として、以下の通り、アウトプット目標及びアウトカム目標を

定める。なお、研究開発内容に変更が生じた場合には、必要に応じて、本目標を見直す。 

 

＜アウトプット目標＞ 

・中間目標 

テーマごとに設定した最終目標の達成に向けた中間的マイルストーンを達成すること。 

※テーマ「（g3）競争力ある生成 AI基盤モデルの開発（助成）」については、事業期間が

短期間であることから、中間目標の対象外とする。 

・最終目標 

ポスト５Ｇ情報通信システムを構成する各要素及び、ポスト５Ｇ情報通信システムに必

要となる先端半導体の製造技術や材料技術等について、有識者の意見に基づき開発テーマ

ごとに設定した目標を達成したテーマの割合（※）：８０％以上 

※開発テーマごとに設定した目標を達成したテーマ数／当該時点までに研究開発を完了

したテーマ数（先導研究は除く） 

 

＜アウトカム目標＞ 

本事業で開発した技術の実用化率（※）：５０％以上（各採択テーマ終了後概ね 3 年時点） 

※開発した技術が実用化に至ったテーマ数／先導研究以外の採択テーマ数 

 

 

３． 研究開発内容 

 

（１） 研究開発項目 

 

以下①～③の項目について、研究開発を実施する。研究開発項目は、技術動向や市場動

向等を踏まえ、必要に応じて柔軟に追加・変更する。 

また、研究開発項目毎もしくは個々の開発テーマ毎に開発目標を設定し、研究開発の進

捗状況管理の一環として、当該目標の達成状況を国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が評価する。必要な場合には、開発目標の見直しを行う。な

お、【ＧＸ】は、対応する開発テーマの類型が「グリーントランスフォーメーション」（以

下「ＧＸ」）であることを表す。 

 

① ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

 （略） 
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② 先端半導体製造技術の開発（助成、委託） 

情報通信システムにおいては、装置内で信号の処理を行う半導体が極めて重要な役割を

担う。また、デジタル化の進展により大量のデータ処理への需要が高まっており、自動運

転、スマートファクトリ、物流などポスト５Ｇ時代で導入が進むアプリケーションによっ

てさらに計算需要が増えると予想される。こうした計算需要に応えるためには高性能かつ

高効率な計算基盤の構築が必要であり、その計算基盤はスーパーコンピュータや AIコンピ

ュータ、高性能コンピュータだけでなく、量子コンピュータなどの様々な計算資源をネッ

トワークでつなぎ、情報処理を最適化したものであると考えられる。 

現在、日本国内には、ポスト５Ｇを含む情報通信システムや計算基盤において必要とな

る先端的なロジック半導体等（以下、「先端半導体」）の製造能力が無く、供給安定性等の

観点で脆弱な状況にある一方で、ポスト５Ｇ以降の情報通信システムや計算基盤において

は、先端半導体の重要性が更に増していくと考えられる。 

このため、将来的に、情報通信システムや計算基盤で用いられる先端半導体を国内で製

造できる技術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。具体的には、パ

イロットライン（一部の製造工程から成るリサーチライン、ウェハーを国内で相互に移送

することにより一繋ぎのラインとして機能するものを含む。）の構築等を通じて、国内に無

い先端半導体及びその周辺デバイスの製造技術（ロジック半導体と組み合わせて動作する

メモリや光デバイス等に関する技術、ロジック半導体を含む複数の半導体の実装技術等を

含む。）を開発する。さらに、国際連携により、最先端ロジック半導体の製造技術を確立す

る。 

先端半導体は更なる微細化が進展しつつあり、2020年において最先端のロジック半導体

は 5nmノードに達するとともに、前工程の製造・プロセス技術は今後も微細化（More Moore）

が継続し、高性能化・低消費電力化することが想定されている。 

また、後工程の More than Moore技術においても、2次元高密度実装や 3次元（2.xD、

3D）実装の進展、パッケージ基板の大面積化により、SiP（System in Package）としての

高性能化やチップ間インターコネクトの帯域幅拡大が進みつつある。 

加えて、ロジック半導体が十分に機能を発揮するためには、メモリ（SRAM、DRAM等）、ス

トレージクラスメモリ（MRAM、PCRAM等）、ストレージ（NAND Flash等）、センサー（イメ

ージセンサー等）等の周辺デバイスとの高速なインターコネクトの確保も不可欠であり、

その帯域幅拡大やこれら周辺デバイス自体の性能向上（高速化・低消費電力化）によって、

SiP全体の性能向上が期待できる。 

さらに、先端半導体の製造において今後重要性が増すと考えられる分野の材料・部材に

関する技術を開発する。 

具体的な開発テーマは、以下の通りとする。 

 

（a） 先端半導体の前工程技術（More Moore技術）の開発（助成） 

（略） 

（b） 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発（助成） 

（略） 

（c）露光周辺技術開発（助成） 

（略） 

（d）国際連携による次世代半導体製造技術開発（委託、助成） 

（略） 

 

（e）次世代メモリ技術開発（助成） 

ポスト５Ｇ情報通信システムにおいては、生成されるデータが極めて大量になることが

見込まれている。それに伴い、データセンタにおいてはデータ処理量が増加し、電力消費

量が増大することが予想されている。また、近年導入が進んでいるＡＩ処理に必要な大量

の計算処理を短時間で実行するため、プロセッサの高性能化と共に、プロセッサとの間で

高速にデータ転送を行う広帯域メモリ（ＨＢＭ）の重要性が高まっている。今後さらにＡ

Ｉの需要は増大していくと考えられ、これに伴いメモリにはさらなる広帯域化が求められ
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ると共にメモリ転送に伴う電力消費が膨大になると考えられるため低消費電力でこれを実

現する技術が求められる。 

そこで、広帯域かつ低消費電力なＨＢＭ製造技術や革新メモリの製造技術の開発を行う。 

 

(e1) 次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術。 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能要件を満たした上で、一般的なメモリに求められる信頼性要件を満たすこ

と。 

 －メモリ密度：0.5Gbit/mm2以上 

 －ダイあたり容量：32Gbit以上 

 －積層数：12層以上 

 －帯域：2TB/s以上 

 －伝送量あたりの消費電力の削減割合：研究開発開始時点の製品と比較して 30％以上 

 

(e2) 革新メモリの製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 DRAMと NANDの中間的性質を有する革新メモリの製造技術 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能要件を満たすメモリ製造技術の開発及び開発したメモリにおいて一般的な

メモリに求められる信頼性要件を満たすこと。 

 －読み出し速度：50nsecから 1usecの間 

－メモリ密度：0.6Gbit/mm2以上 

 －消費電力：DRAM と比較して平均消費電力量/bitを 10%以上低減 

 －インターフェイス速度：4.8Gbps以上 

 

（f）次世代半導体設計技術開発（委託、助成） 

（略） 

 

（g）先端半導体周辺デバイス設計・製造技術（助成） 

先端半導体を自動車、通信機、ロボット、IoTシステム等さまざまな機器に組み込んで活

用するには、先端半導体チップ以外の周辺デバイスにも、高度なデータ処理能力に対応し

た性能と、それぞれの機器の使用環境に耐えうる信頼性が要求される。 

自動車の電動化や自動運転、生成 AI等の活用が見込まれる中、統合車載制御システムの

車載半導体にも、先端半導体の活用が必要になりつつある。このため、統合車載制御シス

テムにおいては、車載半導体間のデータ伝送量と伝送速度の増大が予想される。現在の電

気配線を通じたデータ伝送では、消費電力の増大、信号強度の劣化、電磁ノイズによる信

号の乱れが問題となってくる。そこで、上述の問題を解決可能な、低消費電力、高速、高

信頼性データ伝送デバイスを開発すると共に、開発デバイスを車載制御システムに実装し

てデータ伝送の実証、及び信頼性評価までを行う。 

 

(g1) 車載半導体間データ伝送技術【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 統合車載制御システムにおいて、車載半導体間を接続する、低消費電力、高速、高信

頼性データ伝送デバイスの開発と信頼性試験 

 開発したデバイスを実装した、統合車載制御システム上での実証試験、及び信頼性試

験（自動車企業あるいは Tier1の自動車部品企業と協力のもと実施） 
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＜開発目標＞ 

 統合車載制御システムに搭載され、車載半導体間のデータを伝送するための、以下の

性能を満たす、低消費電力、高速、高信頼性データ伝送デバイスを開発すること。 

－伝送速度：32Gbps、4ch以上（PCIe5.0以降） 

－伝送の消費電力：車載半導体間距離 0.3m以上において、現状の電気配線と比較して、 

  70%以上削減 

 開発デバイスに対応した、車載部品向けの信頼性試験（AEC 規格等）、車載 EMC 試験

（CISPR規格等）を実施し、下記の性能を満たすことを示すこと。 

－温度環境耐性：温度範囲-40℃～105℃で動作、かつコールドスタート動作 

－湿度・耐水環境耐性：水滴下で動作、かつ 80%、85℃の環境で 1000h 動作 

－耐振動性：60G の振動に耐性を示す 

－電磁ノイズ耐性：過渡電圧、電磁ノイズ耐性を示す 

 開発デバイスを統合車載制御システムに搭載し、車載部品向けの長期信頼性試験（AEC

規格等）を実施し、下記の性能を満たすことを示すこと。 

－長期信頼性：10万時間、10～40万 km 

 

 

③ 先導研究（委託、助成） 

（略） 

 

（２） 研究開発期間 

 

研究開発項目①～③は、原則として以下の期間で実施することとし、必要な場合には、個々

の研究開発の性質等に応じて、柔軟に対応するものとする。 

なお、研究開発終了時点で実用化に向けた課題が残る場合であって、終了時継続評価（実

施者の希望を踏まえて評価の実施有無を判断）の結果、必要性が認められた場合には、追加

的に継続研究開発（原則３年以内。ただし、基金設置期間に限る。）を実施することとする。

継続研究開発を希望する可能性がある場合、実施者は、公募に対する提案書に、想定される

継続研究開発の内容、想定される追加的な実施者及び再委託先、想定される研究開発費を記

載することとする。継続研究の委託、助成の別については、継続の判断時に開発テーマごと

に判断する。  

 

①ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。ただし、（f1）、（f2）、（g1）、

（g2）は原則５年（６０か月）以内とする。また、（g3）は原則６ヶ月以内(2023年 11月

公募分)、原則３か月以内(2024年 2月公募分)とする。 

 

② 先端半導体製造技術の開発（助成、委託） 

研究開発開始時点から原則５年（６０か月）以内とする。ただし、(d2-3)及び（g1）は

原則３年（３６か月）以内とする。 

 

③先導研究（委託、助成） 

研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。 



6 

 

 

 

４． 成果最大化に向けた仕組み 

 

社会への研究開発成果の普及を強く促すため、以下の取組を実施する。これらの取組の具

体的な実施方法については、事前にＮＥＤＯが経済産業省商務情報政策局（以下、「商務情報

政策局」）に相談した上で、商務情報政策局が決定する。 

 

 

（１） ユーザーのニーズ把握 

 

研究開発の開始時点から、研究開発成果を利用するユーザーとの意見交換を行うとともに、

ユーザーによる試作品の評価（利用サービスの提供を含む。）を積極的に実施することにより、

研究開発期間全体を通じて、ユーザーのニーズ（技術面、コスト面 等）を適切に把握する。

当該ニーズを踏まえ、必要に応じて、研究開発内容を柔軟に見直すことにより、研究開発の

方向性を最適化する。 

特に、研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマについては、研究開発

成果を海外に広く展開する観点から、国外ユーザーとの意見交換や当該ユーザーによる評価

を重点的に実施する。 

 

（２） 研究開発期間中の製品化 

 

ユーザーによる試作品の評価等を通じて、研究開発期間中に製品化の見込みが得られたも

のについては、研究開発期間中であっても研究開発の内容から一部を切り出し、早期の製品

化に取り組む。 

 

（３） 民間企業等による市場展開を促す仕組み 

 

研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマ（但し、ステージゲート審査

等により、商務情報政策局及びＮＥＤＯの判断によって研究開発期間の途中で終了した開発

テーマを除く）については、実施者に対して市場展開を強く促す観点から、以下の研究開発

費返還制度を適用する。 
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＜研究開発費返還制度＞ 

実施者は、公募に対する提案時に、以下に掲げる算出方法により費用対効果指標を設

定することとし、費用対効果指標の設定値（以下、「設定値」）が１．０を超える場合に

限り、提案を認める。その後、２０２７年度を目途に、費用対効果指標の達成状況を評

価し、費用対効果指標の実績値（以下、「実績値」）が設定値を下回る場合には、実施者

はＮＥＤＯに対して「委託費受領額×返還率」の金額を返還する。 

委託費受領額は、各開発テーマにおいて実施者が受領した全委託費から、加速など予

算配分の増加額及び継続研究開発において受領した委託費を差し引いた金額を表す（研

究開発費返還制度において、委託費受領額は常に同じ意味で用いる）。 

返還率は、以下に掲げる方法により算出する。 

達成状況の評価に用いる設定値は、提案時点の設定値を原則とするが、研究開発期間

中の引き上げ、もしくは、著しい経済情勢の変動、天災地変その他不可抗力（パンデミ

ック、紛争、政変、技術潮流の著しい変化 等）、又は研究開発開始時点で予測すること

のできない事由であって実施者の責任によらない事情があると商務情報政策局及びＮＥ

ＤＯが認めた場合の引き下げについては、変更を認める。 

なお、高い目標への挑戦を促す観点から、設定値に応じて、開発テーマの予算規模（実

施者による提案１件当たりの提案時委託費（継続研究開発において想定される研究開発

費は含まない）の上限）を決定するとともに、採択後に行われる開発テーマの加速など

予算配分の増加や縮小、継続研究開発の必要性を判断する終了時継続評価に反映させる。 

本制度を実施する上で必要な事業情報については、必要に応じて、実施者に対して提

供を求める。 

 

【費用対効果指標（設定値及び実績値）の算出方法】 

（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発： 

４Ｇコア及び５Ｇコア用ソフトウェアの売上高増加額／予算額 

（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発： 

ＯＳＳ及びＭＡＮＯ用ソフトウェアの売上高増加額／予算額 

（b1）光伝送システムの高速化技術の開発： 

１波長当たり最大伝送速度２００Ｇｂｐｓ以上の光伝送装置の売上高増加額／

予算額 

（b4）固定無線伝送システム大容量化技術の開発： 

ミリ波帯固定無線伝送装置の売上高増加額／予算額 

（b5）バス型伝送高度化技術の開発： 

ケーブル分岐機能を備えた光伝送システム（基地局～モバイルコア区間部分）

の売上高増加額／予算額 

（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発： 

４Ｇ基地局及び５Ｇ基地局の売上高増加額／予算額 

（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発： 

同上 

（c7）ＲＡＮ制御高度化技術の開発： 

ＲＩＣソフトウェア、およびＲＩＣソフトウェアと同時にセット販売するＤＵ

とＣＵの売上高増加額／予算額 

（f1）超分散コンピューティング技術の開発： 

開発技術を用いたプラットフォームサービス業務およびシステム開発委託業務

の売上高増加額／予算額 

（f2）高機密データ流通技術の開発： 

同上 

 

※予算額は、設定値を算出する場合には提案時委託費、実績値を算出する場合には委

託費受領額をそれぞれ表す（研究開発費返還制度において、予算額は常に同じ意味
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で用いる）。 

※費用対効果指標は、小数点以下第２位を四捨五入して算出。 

※売上高増加額は、原則として、「２０２４年度から２０２６年度における各年度の売

上高のうち、最も高いもの」から「研究開発開始前年度及び前々年度における売上

高の平均値」を差し引いた金額を指す。 

※実施者が財務諸表等の作成において採用している会計期間が政府の会計年度（４月

１日～翌年３月３１日）と異なる場合であって、前者の期末が後者の年度末よりも

前である場合には、前者の会計期間における売上高を用いて費用対効果指標を算出

することができる。 

※上記の売上高については、製品単体の他、必要に応じ、当該製品の導入等に係るシ

ステム構築費、工事費、保守費、管理費、サービス利用料等を含めることができる

（但し、製品単体の売上高以外を含める場合には、製品単体の売上高とその他の売

上高のそれぞれを明示することとし、必要な場合には、その他の売上高の内訳も提

示することとする）。また、売上高に、実施者の子会社や関連会社の売上高を含める

場合は、原則として連結決算における売上高を用いる。なお、売上高の計上方法は

設定値と実績値の算出時で、同じ条件で算出する。 

 

【返還率の算出方法】 

 ４．０ ＜ 実績値     ： ０％ 

 １．０＜ 実績値 ≦ ４．０： （４０ － １０ × 実績値）％ 

 実績値 ≦ １．０     ： ５０％ 

 

なお、上記は事業開始年度が２０２０年度の場合で記載したもの。事業開始年度が２０２

１年度以降となった場合は、上記の「費用対効果指標の達成状況を評価する年度（２０２７

年度）」は「開始年度の７年後の年度」と読み替える（ただし、(f1)および(f2)については、

「開始年度の９年後の年度」と読み替える）。また、上記の売上高増加額の定義に記載されて

いる「２０２４年度から２０２６年度」は「事業開始年度の４年後の年度～事業開始年度の

６年後の年度」と読み替える（ただし、(f1)および(f2)については、「事業開始年度の６年後

の年度～事業開始年度の８年後の年度」と読み替える）。 

 

（４） 民間企業等による負担 

 

助成事業として実施する開発テーマについては、助成率（２／３、１／２、１／３）を導

入し、民間企業に対して自己負担を求める（（g3）を除く）。ただし、学術機関等（国公立研究

機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこれらに

準ずる機関。（以下、「学術機関等」））に対する共同研究費については、定額助成とすること

が出来るものとする。また、当該助成事業の交付先の委託先において間接経費を計上する場

合は、必要に応じ、経費の執行用途等について事前に協議し、助成事業の目的に合致したも

のであることの確認を受けた上で執行することとする。加えて、学術機関等への共同研究費

のうち、公共性・公益性があると認められた研究開発に要する費用については、収益納付の

対象から除外できることとする。収益納付の具体的な計算方法等については、原則として別

紙の通りとする。これを踏まえ、事前にＮＥＤＯにて計算方法案を作成し、商務情報政策局

の承認を受けた後に、決定するものとする。 

また、「（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発（助成）」は、基盤モデルの開発とその

評価に必要な計算リソースの提供という形で支援を行うこととし、計算リソースの利用料の

みを助成対象とする。計算リソースの利用料について、中小企業等経営強化法に基づく特定

事業者と学術機関等については、定額助成(2023年 11月公募分)または助成率２／３(2024年

2月公募分)とし、これに該当しない企業については助成率（１／２）を導入することとする。

なお、計算リソースの提供事業者・利用時間・利用量等については、経済産業省・別途募集

する開発加速支援者と調整の上、指示に従うことを条件とする。 

また、委託事業として実施する開発テーマについて、研究開発計画で設定した予算規模を
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超える研究開発費が必要となる場合には、予算規模を超える費用（以下、「自己開発投資額」）

を自己負担すること及び研究開発終了後に当該負担の実績（以下、「実負担額」）及びその内

訳をＮＥＤＯに対して報告することを、実施者が採択時に誓約することを条件として、実施

を認める。なお、研究開発終了時点で、実負担額が「自己開発投資額 ×（委託費受領額／提

案時委託費）」を下回る場合には、実施者はＮＥＤＯに対してその差額を返還する。なお、実

施者が自己開発投資額を負担して実施する研究開発においても、ＮＥＤＯからの委託費によ

り取得・導入した機械装置、設計ツール、ソフトウェア等は、使用可能とする。 

 

（５） 「ＧＸ」の開発テーマにおける社会実装のコミット 

「ＧＸ」の開発テーマについては、「ＧＸ実現に向けた基本方針（令和 5 年 2 月 10 日閣議

決定）」に基づき、ＧＸの実現に向けた研究成果の社会実装への実施者のコミットの状況を提

案時及びステージゲート審査等で確認する。 

 

５． 実施者の採択 

 

本事業における研究開発の実施者は、ＮＥＤＯが公募（必要に応じて、複数回実施）によ

り採択する。 

 

（１） 予算規模 

 

研究開発項目①～③における開発テーマは、以下の予算規模（実施者による提案１件当た

りの提案時委託費及び助成費（明記のあるものは採択事業者の合計の助成費とする）（ＮＥＤ

Ｏ負担額、以降も同じ定義とする）の上限。継続研究開発において想定される研究開発費は

含まない）を原則として提案を公募する。 

なお、公募による実施者の採択後、必要に応じて、以下の予算規模に限らず、研究開発の

進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況、費用対効果

等を踏まえ、各開発テーマの予算配分の増加・縮小を実施する。 

 

①ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

 （略） 

 

② 先端半導体製造技術の開発（助成（助成率１／２、（d2-3）は１／３、（g1）は２／

３）、委託） 

提案１件当たりの助成費及び委託費、開発期間毎の助成費及び委託費は、原則として以

下を上限とする。ただし、波及効果が大きく一体として研究を行う必要があるが、上記の

予算規模では十分な研究開発が行えない場合であり、採択審査段階における外部有識者

の審査で認められた場合には、必要額を十分に精査した上で、上記を超える予算規模を認

めるものとする。 

なお、これらの上限は、実施者の採択後、研究開発の進捗や成果、情勢変化を踏まえた

最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況等に係る総合的な評価を踏まえ、ステージ

ゲート審査等で外部有識者に認められたテーマの加速（予算の増額）をする場合は、この

限りではない。 

加えて、開発予算では、開発に当たり必要となる製造装置群（評価・測定装置等を含む）

やガス・薬液等の供給設備、排気設備等のユーティリティ設備を導入したクリーンルーム

環境を必要に応じて国内に整備することができるものとする。 

 

（略） 

（e）次世代メモリ技術開発 

（e1）次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術開発 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２５０億円以下とする。 

（e2）革新メモリの製造技術開発 
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提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１８

０億円以下とする。 

（略） 

(g) 先端半導体周辺デバイス設計・製造技術（助成（助成率２／３）） 

(g1) 車載半導体間データ伝送技術 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２４億円以下とする。 

 

③先導研究（委託、助成（助成率１／２）） 

（略） 

 

 

（２） 採択方法 

 

公募要領に合致する提案を対象に、一次採択審査及び二次採択審査を行った上で、実施者

を採択する（本事業を実施する上で必要となる調査等に関する実施者を採択する際には、一

次採択審査を行わない。）。一次採択審査は、施策目的との合致性等の観点から、商務情報政

策局が行う。一次採択審査通過者に対する二次採択審査は、技術面等の観点（技術の実用化

の観点を含む）から、ＮＥＤＯもしくはＮＥＤＯが設置する採択審査委員会が行う。ＮＥＤ

Ｏは、二次採択審査の結果を商務情報政策局に対して報告し、商務情報政策局から承認を受

けた後、実施者の採択を速やかに決定し、実施者に対して採択決定通知を発出する。なお、

採択に当たっては必要な条件（研究開発項目③「先導研究（委託、助成）」として採択するこ

と 等）を付して条件付き採択とする場合がある。 

採択審査は非公開であり、外部からの審査経過に関する問合せには応じないこととする。

採択審査に当たって必要な場合には、提案者に対して、商務情報政策局またはＮＥＤＯから

ヒアリング等を実施する。 

公募の締切から採択決定までの期間は、原則として５５日以内とする。採択結果について

は、ＮＥＤＯがホームページ等を通じて公表する。 

 

 

６． 実施体制等 

 

（１） 役割分担 

 

本事業では、商務情報政策局が研究開発の方針決定等、ＮＥＤＯが研究開発の進捗状況管

理等、公募により採択された実施者が研究開発の実施を担う。 

商務情報政策局は、本事業を実施する上での重要な方針（研究開発計画、予算配分、委託・

助成の別 等）を決定するとともに、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必

要に応じて、研究開発計画等の見直しを行う。また、事業を円滑に進める観点から、必要に

応じてＮＥＤＯや実施者に対して指示を行う。 

ＮＥＤＯは、本事業を実施するための基金の設置及び当該基金の適切な管理、公募による

実施者の採択、契約締結・助成金交付を行う。また、本事業の研究開発成果の最大化に向け

て、実施者による研究開発の進捗状況管理（実施者による研究開発の進捗状況の把握、実施

者に対する必要な指示、各種委員会の開催を通じた評価 等）や調査等、また、当該成果の

普及に向けた広報等を実施する。 

研究開発の実施者は、実用化や社会実装を見据えて研究開発に取り組む。当該実施者は、

企業や研究機関等（以下、「団体」）のうち、原則として日本国内に研究開発拠点を有するも

のを対象とし、単独又は複数で研究開発を実施する。ただし、研究開発を実施する上で、国

外の団体の特別な研究開発能力や研究施設等を活用する必要がある場合には、当該団体と連

携して研究開発に取り組むことができる。「（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発（助

成）」については、支援対象は「居住者」とし、日本国内に基盤モデル開発の中心的拠点を設

置するなど、日本における長期的な基盤モデル開発のコミットメントを行うことを要件とす
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る。なお、外資企業の子会社（日本法人）も参加可能とする。 

なお、本事業の実施に関する詳細（公募の進め方、採択審査における審査基準、各種委員

会やステージゲート審査等を含む研究開発の進捗状況管理の方法、調査・広報の内容、研究

開発費返還制度における費用対効果指標の達成状況の評価方法 等）については、ＮＥＤＯ

が商務情報政策局に相談の上、商務情報政策局が決定する。 

また、ＮＥＤＯは提案者及び実施者から受領した資料や営業秘密に係る情報（事業化計画

や売上高 等）については、組織内の実施体制を適切に構築した上、機密保持のために十分

な措置を講ずるものとする。 

 

（２） 研究開発の進捗把握・管理 

 

ＮＥＤＯは、研究開発の実施者と緊密に連携し、各開発テーマの研究開発の進捗状況を把

握する。また、外部有識者等で構成する委員会を組織し、定期的（年 1 回程度）に評価を実

施し、開発目標の達成見通しを常に把握するとともに、予算の必要性や実施体制の妥当性を

精査する。また、各開発テーマの研究開発の進捗状況、開発目標の達成見通し、成果の事業

化の見通し等について、定期的に商務情報政策局に報告し、商務情報政策局からの指示に従

い、必要に応じて、開発テーマ毎の予算配分の増加や縮小、実施体制の再構築等を行う。 

また、研究開発を効率的かつ効果的に実施するため、商務情報政策局からの指示に従い、

(g3)を除き、各開発テーマの研究開発開始から終了までの中間時点（研究開発項目①：研究

開発開始時点から１．５年後（ただし(f1)、(f2)、(g1)、および(g2）については、２．５年

後）、研究開発項目②：研究開発開始時点から２．５年後（ただし(d2-3)については、１．５

年後）、研究開発項目③：研究開発開始時点から１年後～１．５年後）を目途に、ステージゲ

ート審査を実施する。なお、採択審査段階等における外部有識者の審査で認められた場合に

は、ステージゲート審査時期の目途よりも前に実施することも可能とする。 

当該審査を通過しなかった開発テーマについては、審査後３か月を目途に研究開発を終了

する。当該審査を通過した開発テーマについても、審査結果を踏まえ、必要に応じ、研究開

発の加速、縮小、実施体制の変更（例：再構築、統合 等）、実施形態の変更（研究開発項目

①から③への変更 等）等を行う。なお、当該審査等の委員会での評価に当たっては、研究

開発の進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況、費用

対効果等に係る総合的な評価を行う。 

 

（３） 調査・広報 

 

ＮＥＤＯは、本事業で取り組む技術分野について、国内外の技術動向、政策動向、市場動

向等について調査（本事業において委託事業として実施）を行い、研究開発成果の最大化に

向けた方策を分析・検討する。また、ＮＥＤＯは、シンポジウムの開催等を通じて、本事業

の研究開発成果の普及に向けた広報に取り組む。 

 

７． その他 

 

（１） 研究開発成果の取り扱い 

 

実施者は、研究成果の普及に努め、ＮＥＤＯは、実施者による研究成果の広範な普及の促

進に努める。 

本事業の成果に依る知的財産や研究開発データの取り扱いについては、経済産業省が定め

る「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」及びその別冊

である「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」に従うこと

を原則する。ＮＥＤＯが委託を行って実施する開発テーマについては、開発テーマ又は開発

テーマを構成する研究項目ごとに知財委員会を委託先に設置し、知財委員会において、研究

開発成果に関する論文発表及び特許等（以下、「知財権」）の出願・維持等の方針決定等のほ

か、必要に応じて、知財権の実施許諾に関する調整等がなされるよう、ＮＥＤＯが助言・指
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導を行う。 

 

（２） 実施期間 

 

本事業を終了する時期は未定とし、５年に１回、見直しを行う。 

 

（３） 中間評価・事後評価 

 

中間評価は、本事業開始後、3年程度おきに経済産業省が行う。 

事後評価は、本事業の終了後に経済産業省が行う。 

 

（４） 研究開発計画の見直し 

 

商務情報政策局は、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必要に応じて、研

究開発計画（研究開発項目、研究開発期間、開発目標、実施体制 等）を見直す。 

 

＜研究開発計画の策定・見直しの履歴＞ 

 ２０２０年４月１３日  策定 

 （略） 

 ２０２４年６月１４日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 
 

以上 
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（別紙） 

 

収益納付額の計算方法 

 

 

 収益納付額＝（Ａ－Ｂ）× Ｃ／Ｄ － Ｅ 

 

Ａ：収益額（補助事業に係る製品・部品等における営業損益等（売上高ー製造原価ー販売管

理費等）の各年度の累計） 

Ｂ：控除額（補助対象経費） 

Ｃ：補助金確定額 

Ｄ：補助事業に係る支出額（補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費

の合計） 

Ｅ：納付額（前年度までの収益納付を行っている場合の当該納付額）   

 

（注１）相当の収益が生じた場合とは、収益［Ａ］－控除額［Ｂ］＞０となる場合をいう。 

（注２）収益［Ａ］の計算にあたって、製品・サービス等に対する補助事業の寄与が一部である

場合は、公正妥当な寄与率を収益に乗じた額を用いる。例えば、寄与率には当該収益を

得るために要した投資総額（当該製品・サービス等の生産・実現に寄与した産業財産権

やノウハウ等を生み出すために当該時点までに要した開発等経費を含む）に当該補助事

業に要した経費総額が占める割合を用いる。 

（注３）販売管理費等には、必要に応じ、補助事業に係る借入金の利息等金融費用を含むことが

できる（当該補助金に係る分として厳格に区分経理できる場合に限る）  

（注４）補助事業が複数年度に渡る場合は、補助対象経費、補助金確定額、補助事業に要した経

費は、各年度の累計とする。 

（注５）中小企業等において、補助事業に係る製品・部品等についての区分経理が難しい場合は、

収益［Ａ］は企業全体の収益ベースに算出したみなし額を用いることも認める。 


